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本報は，プロジェクト研究「化学物質リスクアセスメント等実施支援策に関する研究」で行った研究のうち，

労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する 2 つの調査研究について概要を報告する．1 つ目の
「火災・爆発防止のための化学物質リスクアセスメントにおけるヒューマンエラーの考え方と評価手順の提案」

では，労働安全衛生総合研究所が 2016年に提案したプロセス災害（火災・爆発等）を防止するためのリスクアセ
スメント手法にヒューマンエラーの評価方法を組み込み，引き金事象としてのヒューマンエラーの分類方法や，

ヒューマンエラーを「うっかりミス」と「意図的なルール違反」に分けて対策を検討する方法を提案した．また，

2つ目の「現場作業者の GHS絵表示の理解度と文字情報の確認行動」では，化学物質を取り扱う現場作業者を対
象に Web 調査を行い，法令で義務化された化学物質の表示ラベル（GHS ラベル）に含まれる絵表示の理解度と
併記される文字情報の確認行動の実態調査を行った．本報では，この調査のうち，現場作業者の絵表示の危険有

害性の理解度についての結果と，絵表示の理解度と想像しやすさの評価の関係についての結果を述べ，実施可能

な安全対策を提案した．  
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1．はじめに 

 
本報は，プロジェクト研究「化学物質リスクアセスメ

ント等実施支援策に関する研究」で行った研究のうち，

化学物質を取り扱う労働者のヒューマンエラー防止に関

する 2つの調査研究「火災・爆発防止のための化学物質
リスクアセスメントにおけるヒューマンエラーの考え方

と評価手順の提案」1）と，「現場作業者の GHS絵表示の
理解度と文字情報の確認行動」2）3)の一部について概要

を報告する．  
 

2．火災・爆発防止のための化学物質リスクアセスメン
トにおけるヒューマンエラーの考え方と評価手順の提案 
 

2.1. 目的 
化学物質を扱う産業分野において，ヒューマンエラー

による災害が発生していることが指摘されている．2 つ
の化学事故事例データベース（オランダ応用科学研究機

構の FACTS と英国化学工学者協会の The Accident 
Database，以下 TAD）を分析した研究 4）において，

FACTS では事故の発生原因としてヒューマンファク
ターが 47％を占めること，TAD では事故原因として
ヒューマンエラーの占める割合は 11％だったが，他の分
類にもヒューマンエラーとして分類すべき事例が含まれ

ていることが指摘された．  

事業者には，一定の危険性・有害性が確認されている

化学物質を対象としたリスクアセスメントの実施が法令

により義務化されているが，ヒューマンエラーの観点は，

リスクアセスメントの実施方法にあまり反映されておら

ず，十分に検討されているとは言えない．一方で，産業

現場においては，ヒューマンエラーを考慮したリスクア

セスメントに関する先行研究が散見され，ヒューマンエ

ラーをリスクアセスメントで検討する重要性が認識され

ている．森山・大谷（2009）5）は，被災者が個人で，事

故の影響が個人レベルで収まる労働災害を対象とし，

Performance Shaping Factor （以下，PSF）を用いて
ヒューマンエラーのリスク評価を従来のリスクアセスメ

ントと同時に行う手法を提案した．この手法は，10項目
からなる人的要因の評価項目を用い PSF レベルを評価
するものであったが，人的要因の評価項目の項目数や内

容が妥当かどうかに疑問が残った．また，向殿・早木

（2020）6）は，意図的なルール違反をリスクアセスメン

トへ反映させるため，リスクアセスメントの「危険性又

は有害性ごとのリスクの見積もり」において 33 類型の
意図的なルール違反の可能性を評価し，その結果によっ

て危険源の危害に至る可能性の評価を引き上げる方法を

提案した．しかし，これによりリスク高の案件が大幅に

増加し，現場に混乱が生じたという報告がなされた．岡

田（2004）7）は，実際の作業から，将来のヒューマンエ

ラーの要因となりえる PSFを抽出し，それらをもとに，
作業におけるヒューマンエラー発生可能性を評価して，

エラー対策の指針とする方法を提案した．これはヒュー

マンエラーの未然防止に特化した分析方法であり，

ヒューマンエラーが引き金となる事故や災害のリスクレ

ベルの検討はされていなかった．以上のように，ヒュー

マンエラーを考慮したリスクアセスメントに関する先行

研究での手法を化学物質リスクアセスメントに適用する

場合，ヒューマンエラーの特定方法やリスクの評価方法

の妥当性，事故や災害のリスクレベル検討までの拡張方
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ものである． 
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法など様々な点で検討の余地があった． 
そこで，労働安全衛生研究所では，2016年に提案した

プロセス災害（火災・爆発等）防止のためのリスクアセ

スメント手法（以下，安衛研手法）8）9）を基に，ヒュー

マンエラーを考慮した火災・爆発防止のための化学物質

リスクアセスメント手法を検討することとした． 
 
2.2. 安衛研手法の概要 8）9） 

労働安全衛生総合研究所では，プロセス災害（火災・

爆発等）を防止するためのリスクアセスメント等の進め

方と実施上重要なポイント，参考情報をまとめている．

図 1左部に実施手順を示し，以下に実施手順の概要を示
す． 
(1) STEP1：取り扱い物質及びプロセスに係る危険源
の把握 
STEP1では，物質危険特性，起こりうるプロセス災害，

リスクアセスメントでの留意点を確認するため，取り

扱っている化学物質やプロセスについて，潜在する危険

と過去に発生した事故を把握する． 
(2) STEP2：リスクアセスメント等の実施（リスクア
セスメントとリスク低減措置の検討） 
STEP2では，STEP1で把握した情報を基に，①から

③の順でリスクアセスメントを実施する． 
①引き金事象の特定とシナリオの同定 
潜在的な危険を顕在化させる引き金事象を特定し，引

き金事象の発生から火災・爆発などのプロセス災害に至

る過程をシナリオとして同定する． 
②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価 
既存のリスク低減措置を把握するため，それが機能し

なかった場合と機能した場合に分けて，リスク（重篤度

と頻度）の見積りと，リスクの見積りの結果を基とした

リスクレベルの評価を行う．また，既存のリスク低減措

置がない場合も，リスクの見積りとリスクレベルの評価

を行う．さらに，既存のリスク低減措置について目標と

なるリスクレベルに達成できているかを確認し，達成で

きていない場合は，後述の③で追加のリスク低減措置を

検討する． 
③シナリオに対するリスク低減措置の検討（追加のリ

スク低減措置の立案） 
STEP②で目標とするリスクレベルに達していない場

合は，追加のリスク低減措置を検討し，それを実施した

場合のリスクの評価と実装可能性を確認する． 
④上記①～③の繰り返しによるリスクアセスメント等

の実施 
リスクアセスメントの対象とした作業について，①～

③を繰り返し実施する． 
(3) STEP3：リスク低減措置の決定 

STEP2で作成したシナリオごとのシートを基に，リス
クアセスメント等実施結果シートにリスクレベルの高い

順，あるいは，重篤度の高い順にシナリオを並べる．リ

スクレベルの高いシナリオから，リスク低減措置を決定

する． 
 
2.3. ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法の
考え方と評価手順 

(1) ヒューマンエラーの定義とリスクアセスメント上
での考え方 
人間工学の分野では，人間をシステムの一部ととらえ，

ヒューマンエラーを「効率や安全，システムパフォーマ

ンスを阻害する，または，阻害する可能性のある不適切

な，または，望ましくない人間の決定や行動」10）と定義

している．したがって，不具合や事故につながる人間の

行動がヒューマンエラーだと考えられており，意図しな

いうっかりミスも意図的なルール違反もヒューマンエ

ラーに含まれる．その一方，意図しないうっかりミスや，

意図せずに悪い結果を招いてしまった判断・決定は，意

図的な違反や不安全行動とは心理的要因やプロセスが大

きく異なり，対策も異なることが指摘されている 11）．そ

図１ ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法の実施手順 

 

＜安衛研手法の手順＞

STEP１ 取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握

STEP３ リスク低減措置の決定

①引き金事象の特定とシナリオの同定
②シナリオに対するリスクの見積もりとリスク評価
③シナリオに対するリスク低減措置の検討
（追加のリスク低減措置の立案）
④①～③の繰り返しによるリスクアセスメント等の実施

STEP２ リスクアセスメント等の実施 引き金事象として「ⅰ作業・操作に関する不
具合」，「ⅱ設備・装置に関する不具合」，
「ⅲ外部要因」を検討し，各シナリオを同定．
これらのうち,「ⅰ作業・操作に関する不具合」
をヒューマンエラーとして特定．

引き金事象として特定したヒューマンエラーに
ついて，「うっかりミス」と「意図的なルール違
反」に分け，背後要因と対策を検討．

＜ヒューマンエラーの評価＞
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法など様々な点で検討の余地があった． 
そこで，労働安全衛生研究所では，2016年に提案した

プロセス災害（火災・爆発等）防止のためのリスクアセ

スメント手法（以下，安衛研手法）8）9）を基に，ヒュー

マンエラーを考慮した火災・爆発防止のための化学物質

リスクアセスメント手法を検討することとした． 
 
2.2. 安衛研手法の概要 8）9） 

労働安全衛生総合研究所では，プロセス災害（火災・

爆発等）を防止するためのリスクアセスメント等の進め

方と実施上重要なポイント，参考情報をまとめている．

図 1左部に実施手順を示し，以下に実施手順の概要を示
す． 
(1) STEP1：取り扱い物質及びプロセスに係る危険源
の把握 
STEP1では，物質危険特性，起こりうるプロセス災害，

リスクアセスメントでの留意点を確認するため，取り

扱っている化学物質やプロセスについて，潜在する危険

と過去に発生した事故を把握する． 
(2) STEP2：リスクアセスメント等の実施（リスクア
セスメントとリスク低減措置の検討） 
STEP2では，STEP1で把握した情報を基に，①から

③の順でリスクアセスメントを実施する． 
①引き金事象の特定とシナリオの同定 
潜在的な危険を顕在化させる引き金事象を特定し，引

き金事象の発生から火災・爆発などのプロセス災害に至

る過程をシナリオとして同定する． 
②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価 
既存のリスク低減措置を把握するため，それが機能し

なかった場合と機能した場合に分けて，リスク（重篤度

と頻度）の見積りと，リスクの見積りの結果を基とした

リスクレベルの評価を行う．また，既存のリスク低減措

置がない場合も，リスクの見積りとリスクレベルの評価

を行う．さらに，既存のリスク低減措置について目標と

なるリスクレベルに達成できているかを確認し，達成で

きていない場合は，後述の③で追加のリスク低減措置を

検討する． 
③シナリオに対するリスク低減措置の検討（追加のリ
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STEP②で目標とするリスクレベルに達していない場
合は，追加のリスク低減措置を検討し，それを実施した

場合のリスクの評価と実装可能性を確認する． 
④上記①～③の繰り返しによるリスクアセスメント等

の実施 
リスクアセスメントの対象とした作業について，①～

③を繰り返し実施する． 
(3) STEP3：リスク低減措置の決定 

STEP2で作成したシナリオごとのシートを基に，リス
クアセスメント等実施結果シートにリスクレベルの高い

順，あるいは，重篤度の高い順にシナリオを並べる．リ

スクレベルの高いシナリオから，リスク低減措置を決定

する． 
 
2.3. ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法の
考え方と評価手順 

(1) ヒューマンエラーの定義とリスクアセスメント上
での考え方 
人間工学の分野では，人間をシステムの一部ととらえ，

ヒューマンエラーを「効率や安全，システムパフォーマ

ンスを阻害する，または，阻害する可能性のある不適切

な，または，望ましくない人間の決定や行動」10）と定義

している．したがって，不具合や事故につながる人間の

行動がヒューマンエラーだと考えられており，意図しな

いうっかりミスも意図的なルール違反もヒューマンエ

ラーに含まれる．その一方，意図しないうっかりミスや，

意図せずに悪い結果を招いてしまった判断・決定は，意

図的な違反や不安全行動とは心理的要因やプロセスが大

きく異なり，対策も異なることが指摘されている 11）．そ

図１ ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法の実施手順 

 

＜安衛研手法の手順＞

STEP１ 取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握

STEP３ リスク低減措置の決定

①引き金事象の特定とシナリオの同定
②シナリオに対するリスクの見積もりとリスク評価
③シナリオに対するリスク低減措置の検討
（追加のリスク低減措置の立案）
④①～③の繰り返しによるリスクアセスメント等の実施

STEP２ リスクアセスメント等の実施 引き金事象として「ⅰ作業・操作に関する不
具合」，「ⅱ設備・装置に関する不具合」，
「ⅲ外部要因」を検討し，各シナリオを同定．
これらのうち,「ⅰ作業・操作に関する不具合」
をヒューマンエラーとして特定．

引き金事象として特定したヒューマンエラーに
ついて，「うっかりミス」と「意図的なルール違
反」に分け，背後要因と対策を検討．

＜ヒューマンエラーの評価＞

労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する検討 

のため，起こりうる引き金事象は同様の結果であっても，

対策を検討する際に，それがうっかりミスによるものな

のか，意図的な違反によるものなのかを分けて検討する

必要がある． 
以上を踏まえ，本研究では，安衛研手法の STEP2①に

おいてヒューマンエラーに関する引き金事象を特定する

際，うっかりミスと意図的なルール違反を分けずに，人

間の行動の結果をヒューマンエラーとして特定する．そ

の後， STEP2③にてヒューマンエラーのリスク低減措
置（対策）を考える際に，うっかりミスと意図的な違反

を分け，それぞれへの対策を考えることとした．なお，

本研究で想定されるヒューマンエラーは，「当該作業に関

わる作業者が当該作業において手順書はあるが，そのと

おりに実施していない」場合とする． 
(2) ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法の手順 
ヒューマンエラーの評価を含めた安衛研手法を図 1右

部に示す．STEP2①では，作業ごとに引き金事象として
ヒューマンエラーを特定する．安衛研手法は，引き金事

象を「ⅰ作業・操作に関する不具合」，「ⅱ設備・装置に

関する不具合」，「ⅲ外部要因」の 3種類に分けて検討す
るが，このうち，不適切な作業・操作を意味する「ⅰ作

業・操作に関する不具合」は人間の行動の結果を表すた

め，ヒューマンエラーに関する引き金事象と考える．7
種類の「ⅰ作業・操作に関する不具合」（ヒューマンエ

ラー）の分類 12）（表 1）に従い，ヒューマンエラーを特

定し，シナリオを同定する．その後 STEP2②は従来通り
実施する． 

STEP2③では，引き金事象として特定されたヒューマ
ンエラーの対策を検討する．STEP2②において，シナリ
オのリスクレベルが目標のリスクレベルに達していない

場合は，この段階でうっかりミスと意図的なルール違反

を分けて，背後要因と対策を考えていく． 
(i)「うっかりミス」の背後要因と対策の検討方法 
まず作業手順書通りに実施しようとして失敗してしま

う「うっかりミス」を想定する．「うっかりミス」をおか

すのは，背後に「うっかりミス」を引き起こす要因があ

ると考え，それらを抽出し排除・緩和する対策を考える．

このとき，4M4E分析を用いてうっかりミスの背後要因
と対策を考える． 

4M4E分析の 4Mはヒューマンエラーの背後要因とな
る可能性のあるもの，すなわち，人（Man ），もの

（Machine），環境（Media），管理（Management）の要因
であり，4E はヒューマンエラーの背後要因への対策と
なるもの，すなわち，教育訓練（Education），技術的対
策（Engineering），規程化・徹底（Enforcement），事例紹
介（Example）である．4M4Eを抽出しやすくするため，
楠神（2006）13）を参考に 4M4E表を作成した（表 2）． 
表 2 は塗装業での作業を想定し，「ⅰ作業・操作に関
する不具合」の「Omission error（やりとばし，やり忘
れ）」として特定された「静電気帯電防止作業服・静電気
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まず，4M4E表の上部に特定した引き金事象 1つを記

述する．ここでは「静電気帯電防止作業服・静電気帯電

防止作業靴を着用しない」の要因と対策を考えることと

する（表 2［1］）． 
次に，この引き金事象を引き起こす背後要因を 4Mを
ガイドにして抽出し，4M4E表へ記述する．また，複数
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（うっかりミス）の発生しやすさ（うっかりミスの誘発
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表１ 作業・操作に関する不具合（ヒューマンエラー）の分類 

説明

① 必要な作業を実施しなかった．
 例)局所排気装置を稼働させなかった

作業は実施したが，異なることを実施した．

②
Selection
Error
選択エラー

間違った道具を選択した．作業する箇所を間
違えた．
間違った命令または情報を出した(設定ミス)．
 例)異なるバルブAを開いた
 例)原料投入量の設定値を間違えた／設定温度が
高かった

③
Sequential
Error
手順エラー

作業の手順を間違えた．
 例)バルブBを開く前にバルブCを開いた

④ Time Error
タイミングエラー

作業のタイミングが適切でなかった(早すぎた，
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 例)局所排気装置の稼働が遅れた

⑤
Qualitative
Error
質的エラー
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る．
 例)バルブの開閉速度が速い／遅い
 例)洗浄作業が不十分だった
 例)蓋がきちんと閉められていなかった
 例)攪拌が不十分だった(作業継続時間は設定通り
だが均一に攪拌されていない)

⑥
Quantitative
Error
量的エラー

作業量(充填量や作業継続時間など)が定めら
れた基準･標準と異なる．
 例)充填量を間違えた(その結果，原料充填量が多
すぎ／少なすぎ)
 例)昇温時間を間違えた(その結果，加熱しすぎ／
加熱不足)

⑦ Other Error
その他のエラー
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種類
Omission Error
やり飛ばし，やり忘れ
Commission Error
やり間違い
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振ると対応関係がわかりやすくなる． 
次に，提案された対策を実施する際の負担（経済的負

担，時間的負担，労力的負担等）を考え，実施可能かど

うかを確認する．うっかりミスの誘発性の評価を参考に，

実施可能な対策を実施し，実施不可能な対策を実施しな

かった場合の全体的なリスクの見積りを行う． 
(ii)「意図的なルール違反」の背後要因と対策の検討方法 
作業者が意図的に作業手順書を守らない「意図的な

ルール違反」を想定する．作業者が意図的なルール違反

をおかす場合，ルールは合理的でも人手不足等で守れな

い，ルール違反を注意されない雰囲気があるなど，複数

の要因（理由）を考えることができる．そのため，ここ

では，作業者が意図的なルール違反をする要因（理由）

を整理し，それらへの対策をまとめた上で，リスクアセ

スメントでの考え方と適用方法について述べる． 
作業者が意図的なルール違反をおかす際，図 2に示す

ように，①ルールについての知識・理解不足，②ルール

の故意の不遵守，③職場風土の要因の 3つの要因（理由）
が挙げられる．さらに，これらのルール違反の要因（理

由）を引き起こす背景には，様々な背後要因が考えられ，

それぞれ異なるルール違反防止対策を挙げられる． 
まず，「①ルールについての知識・理解不足」は，作業

者が「ルールを正確に理解していない」場合 11）14）であ

る．これらのルール違反は，作業者の知識不足がルール

違反の原因となるため，徹底したノウ・ホワイ教育（know 
why 教育）14）やノウ・ホワット教育（know what 教育），

すなわち，なぜそのルールが必要なのか，ルールを守ら

なかったらどのような結果となるかについて教え，作業

者のルールの正確な理解とルールを守る大切さの理解を

させるのが有効であろう（図 2，対策 a）．また，ルール
は質問や異議がないかを確認し，“それを守る”という言

質を取ることがよいと言われている（図 2，対策 a）15）．

さらに，作業者がルールを学習したら，ルールが現場の

実情に合っているかどうかを確認する．ルールが現場の

実情に合わない場合は，作業者に遠慮せずに改善案を提

案させ，それを真摯に検討する必要がある（図 2，対策
b）15）． 
「②ルールの故意の不遵守」は，作業者が「ルールを

理解しても守らない場合 14）」である．背後要因としては，

ルール自体の要因，状況の要因，個人の要因のいずれか

が影響すると考えられる． 
ルール自体の要因は，先述のように，ルールが現場の

実情に合っておらず作業者がルールに納得していない状

況である（図 2，対策 b）15）． 
状況の要因は，ルールは合理的であるが常態的に時

間・人手等のリソースが不足し，作業者がルールを守れ

ない状況である．対策としては，配置する人数や使用す

る道具・装置等を再検討し作業計画を改善することが重

要となる．加えて，守りづらいルールが不要になるよう

な本質的な改善を検討することも有効である（図 2，対
策 c）．   
個人の要因は，ルールは合理的であるが作業者が不従

背後要因 誘発性
(大中小)

背後要因 誘発性
(大中小)

背後要因 誘発性
(大中小)

背後要因 誘発性
(大中小)

①静電気による爆発・火災
の危険性や防止対策に関す
る知識が不十分

大
①静電気帯電防止作業服・
静電気帯電防止作業靴が必
要なエリアの表示がない

大
①静電気帯電防止作業靴
を置く下駄箱が不便なところ
にある

中 ①作業者どうしの服装
チェックの仕組みがない 小

②急いでいる 中

教育訓練
（Education）

（例）
作業標準など手順の教育
技能習熟のための教育訓練

危険感受性/安全意識の高揚な
ど

技術的対策
（Engineering）

（例）
車両/設備/機器の機能改善
ヒューマンマシン・インター

フェイスの改善
治工具の改善など

規程化・徹底
（Enforcement）

（例）
作業体制/分担の見直し
作業手順/方法の見直し

帳票/マニュアル類の見直しなど

事例紹介
（Example）

（例）
事故事例の提示
良好事例の提示

①服装の好事例（写真）を更衣
室に掲示する(C-a)

（例）
指示/合図の不十分

組織/職場間の協力体制の不良
作業マニュアルの不十分・不適切
作業時間/人員の不適切など

①更衣室のドアに鏡を設置する
(B-a)

②遅れても服装のチェックを優先
させるルールを作る
(C-a)

①下駄箱から作業場所までの
ルートを決める(C-a)

①作業開始前に，作業者どうしで
服装のチェックをするルールを作る
(C-a)
①服装チェックのリストを作る(C-a)

　*うっかりミスの誘発性：「その背後要因があると，
　どのくらい引き金事象（うっかりミス）が起きやすく
　なるか」を表します．

防
止
対
策

①静電気による爆発・火災の危
険性や防止対策に関する教育
をする(C-a)

①静電気帯電防止作業服・静電
気帯電防止作業靴が必要なエリ
アを色分け等をして明示する(B-a)

①下駄箱の場所を見直す
(B-a)

①静電気による爆発・火災事故
事例を掲示して周知徹底する
(C-a)

[1] 想定された引き金事象（うっかりミス） 静電気帯電防止作業服・静電気帯電防止作業靴を着用しない

[2] 背後要因とうっかりミスの誘発性*

人（Man） もの（Machine） 環境（Media） 管理（Management）

（例）
知識/経験/技量の不足

危険感受性や警戒感の不足
体調不良/生理現象など

（例）
作業/設備/機器のわかりにくさ
作業/機器操作の難しさ
表示のわかりにくさなど

（例）
作業空間の狭さ

照明/騒音などの作業環境の悪さ
悪天候など

[3]

リスクアセスメントの対象となった作業場所・作業内
容・作業手順等を想定してうっかりミスの誘発性を

評価してください．

表 2 うっかりミスの要因と対策の分析例（4M4E分析の例） 
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の故意の不遵守，③職場風土の要因の 3つの要因（理由）
が挙げられる．さらに，これらのルール違反の要因（理

由）を引き起こす背景には，様々な背後要因が考えられ，

それぞれ異なるルール違反防止対策を挙げられる． 
まず，「①ルールについての知識・理解不足」は，作業

者が「ルールを正確に理解していない」場合 11）14）であ

る．これらのルール違反は，作業者の知識不足がルール

違反の原因となるため，徹底したノウ・ホワイ教育（know 
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すなわち，なぜそのルールが必要なのか，ルールを守ら

なかったらどのような結果となるかについて教え，作業

者のルールの正確な理解とルールを守る大切さの理解を

させるのが有効であろう（図 2，対策 a）．また，ルール
は質問や異議がないかを確認し，“それを守る”という言

質を取ることがよいと言われている（図 2，対策 a）15）．

さらに，作業者がルールを学習したら，ルールが現場の

実情に合っているかどうかを確認する．ルールが現場の

実情に合わない場合は，作業者に遠慮せずに改善案を提

案させ，それを真摯に検討する必要がある（図 2，対策
b）15）． 
「②ルールの故意の不遵守」は，作業者が「ルールを

理解しても守らない場合 14）」である．背後要因としては，

ルール自体の要因，状況の要因，個人の要因のいずれか

が影響すると考えられる． 
ルール自体の要因は，先述のように，ルールが現場の

実情に合っておらず作業者がルールに納得していない状

況である（図 2，対策 b）15）． 
状況の要因は，ルールは合理的であるが常態的に時

間・人手等のリソースが不足し，作業者がルールを守れ

ない状況である．対策としては，配置する人数や使用す

る道具・装置等を再検討し作業計画を改善することが重

要となる．加えて，守りづらいルールが不要になるよう

な本質的な改善を検討することも有効である（図 2，対
策 c）．   
個人の要因は，ルールは合理的であるが作業者が不従
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[1] 想定された引き金事象（うっかりミス） 静電気帯電防止作業服・静電気帯電防止作業靴を着用しない

[2] 背後要因とうっかりミスの誘発性*
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容・作業手順等を想定してうっかりミスの誘発性を

評価してください．

表 2 うっかりミスの要因と対策の分析例（4M4E分析の例） 

労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する検討 

順であるためにルールを守らない状況である．対策とし

ては，個人の安全態度・価値観に対する働きかけが必要

となる（図 2，対策 d）．例えば，褒める制度のように作
業者の安全へのモチベーションを高めるような施策・教

育，会社への愛着・コミットメントを高める施策が有効

である．また，作業者にルールの必要性や違反によるリ

スクを説明して納得させることも重要である．  
また，個人の心理は集団の心理から大きな影響を受け

ることが知られている．後述する③のような職場風土が

あると，それに影響されて個人のコンプライアンス意識

も低下するため，後述する対策 eのアプローチも併せて
とる必要がある．  
最後に，「③職場風土の要因」とは，「みんなも守って

いない，守らなくても注意を受けたり罰せられたりしな

い」11）というように，職場全体にルール違反を容認する

雰囲気がある場合である．この背後要因には，個人の利

益追求のために作業者が意図的に組織の生産や所有を逸

脱する行動を容認する場合と，組織や職場の利益を上げ

るために違反を組織ぐるみで容認する場合があることが

指摘されているが 16），共通の対策が有効である． 
まず，違反が起こりにくい職場風土を作るため，管理

者が作業者の業務や現場が適正であるかを監督管理する

内部監査や安全パトロールの実施や，現場において職制

に関係なく安全に関する指摘をし合う相互注意の実施が

挙げられる（図 2，対策 e）．また，作業者が職場内で違
反を見つけたとき，違反を告発しやくする仕組みを整備

することも有効である（対策 e）．これらを有効に機能さ

せるためには，作業者と管理者，作業者どうし，管理者

どうしが積極的にコミュニケーションを取れる職場風土

を形成することが前提となる（図 2，対策 e）． 
リスクアセスメントにおいて各作業の意図的なルール

違反を想定する場合，作業者の意図は様々であり，すべ

ての要因（理由）を想定できるため，意図的なルール違

反に関するすべての対策が実施できているかどうかにつ

いて検討する必要がある．すなわち，リスクアセスメン

トの対象となった引き金事象について，図 3 の「a.知識
教育を中心とした安全教育」から「e.監督管理とコミュ
ニケーション」のすべての対策の実施状況について，表

3を用いて確認する．表 3 の上部に対象となった引き金
事象（意図的なルール違反）を記述し，リスクアセスメ

ントの対象作業において，チェックリストにある防止対

策が十分に実施されているかどうかを関係者全員で検討

し，十分に実施できていない項目を抽出する． 
これらのチェックリストを満たすことを対象となった

引き金事象（意図的なルール違反）の対策と考え，すべ

て満たした場合のリスクの見積りをする．  
以上が STEP2③のヒューマンエラーの考え方と評価

手順である．STEP2①～③を繰り返し，リスクアセスメ
ントを実施したのち，STEP3にて実施するリスク低減措
置を決定する． 
 
 
 
 

図 2 意図的なルール違反の要因と対策 

 
意図的なルール違反をする要因（理由）

①ルールについての知識・理解不足
・ルールを正確に理解していない

②ルールの故意の不遵守
・ルールを理解しても守らない

a. 知識教育を中心と
した安全教育

・徹底したノウ・ホワイ
教育とノウ・ホワット
教育．
・ルールを教える場合
は，質問や異議が
ないかを確認する．

ルール自体の要因 個人の要因

b. 作業者からルール
の改善案の検討

・ルールが現場の実情
に合わない場合は，
改善案を提案して
もらい，真摯に検討
する

d. ルール遵守の動機付け
・褒める制度などの安全へ
のモチベーションを高める
施策・教育
・会社や職場に対する愛
着・コミットメントを高める
施策
・ルールの必要性，違反に
よるリスクなどを説明して
納得させる

確認

状況の要因

ルールが現場の実情
に合っていない

ルールは合理的だ
が，時間・人手
等のリソース不足
で，ルールを守れ
ない状況

ルールは合理的だ
が，作業者本人
の不従順のため守
らない

c. 作業計画の改善
・配置する人数や使用
する．道具・装置等
を再検討する
・ルールが不要になる
ような本質的な改善
をする

③職場風土の要因（違反を容認する雰囲気がある）
・みんなも守っていない
・守らなくても，注意を受けたり罰せられたりしない

個人的違反の容認 組織的違反の容認

e.監督管理とコミュニケーション
・内部監査，安全パトロールの実施
・職制に関係なく安全に関する指摘
をする相互注意の実施
・作業者自身が職場内で違反を発見
した場合に，違反を告発しやくする
仕組みの整備
・現場と管理の間での積極的なコミュニ
ケーション

従業員が意図的に組
織における生産や所有
を逸脱する，職場逸
脱行動の容認．組織
にとってマイナス

いわゆる組織ぐるみの違
反．組織や職場の利
益を上げる目的での違
反が容認される雰囲気．
組織全体にとってプラス

知識不足の要因

背後要因

対策

あわせて考えると有効 あわせて考えると有効
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3．現場作業者の GHS絵表示の理解度と想像しやすさ 
の評価 

 
3.1. 目的 
労働安全衛生法により一定の危険有害性のある化学物

質の譲渡提供時には，容器などへ危険有害性を表すラベ

ルを表示することが義務づけられている．このラベルの

表示は国際的な取り扱いと整合させるため，化学品の分

類および表示に関する世界調和システム（Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals，以下，GHS）17）に準拠している．これによっ

て化学物質を取り扱う現場作業者へ直接的に注意を促し，

化学物質の取り扱いによる事故リスクや疾病リスクの低

減効果が期待されている． 
ラベルに含まれる絵表示（図 3）は，危険性・有害性
の種類とその程度が一目で分かるように工夫されたもの

であり 18）労働者にとって理解しやすいものであること

が望ましい．しかし，GHSでは，種類や程度を含めると
約 80 種類もある危険有害性を 9 つの絵表示を用いて表
すこととなっているため，労働者が絵表示からすべての

危険有害性を正確に読み取るのは難しいと予想される．

また，労働者が絵表示から危険有害性を想像できたと感

じても実際に絵表示が示す危険有害性と合致しないもの

も含まれると予想される． 
化学物質の GHS 絵表示の理解度は国内外で調査され

ている 19）20）21）．これらの調査では各絵表示の示す危険

有害性の大意あるいは部分的な内容の理解度を測定して

いるが，性質や程度を考慮した危険有害性の項目ごとの

理解度は調査されていない．また，国内においては職場

で化学物質を取り扱う現場作業者を対象に理解度を測定

した調査も見当たらない． 
以上から，本研究では，Web調査によって職場におい
て化学物質を取り扱う現場作業者を対象に，GHS絵表示
の示す危険有害性の項目ごとの理解度と GHS 絵表示に
関する印象を検討する．それらによって，GHS絵表示の
理解度の実態と問題点を明らかにし，今後の対策を検討

することとした． 
 

3.2. 方法 
（1）調査対象者 
株式会社マクロミルにてWeb調査を行った．回答者を
化学物質を取り扱う可能性の高い現場作業者に絞り込む

ため，事前調査により，業種は「製造業」，職種は「研究

/開発」，「生産/製造」，「生産技術/生産計画」，「品質管理/
検査」，職位は「一般社員」でスクリーニングした後，本

調査を実施した．調査は電子メールへの配信，あるいは，

専用サイトによって回答された．本調査では現場作業者

729名（化学系製造業 299名，その他の製造業 430名；
男性 600名，女性 129名；平均年齢 44.7歳，標準偏差
9.7歳）から回答を得た． 
本研究は，文部科学省・厚生労働省の「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠し，調査対象者

には調査への回答前に文章にて調査者，データの利用目

表 3 意図的なルール違反防止のチェックリスト 

□ 作業者は，ルールについて正しい知識を持っていますか．
□ 作業者は，なぜそのルールが必要なのか（know

why），ルールを守らなかったらどのような結果となってしまう
か（know what）について理解していますか．

□ 作業者と管理者で，ルールが現場の実情に合っているか確
認していますか．

□ 現場の実情に合っていない場合，作業者に改善案を提案
してもらい作業者と管理者で一緒に検討していますか．

□ 配置される人数や使用される道具・装置等は十分検討さ
れ，適正ですか．

□ 守りづらいルールがある場合，そのルールが不要になるような
作業計画の改善は検討されていますか．

□ 安全へのモチベーションを高める施策・教育は実施しています
か（例：褒める制度等）．

□ 会社や職場に対する愛着・コミットメントを高める施策は実
施していますか（例：企業理念やミッションの共有，適切な
人事評価とフィードバック等）．

□ 作業者に，ルールの必要性，違反によるリスクなどを説明し
て納得してもらっていますか．

□ 作業者の業務や現場が適正かどうかを監督管理する仕組み
がありますか（例：内部監査，安全パトロール等）．

□ 現場において，職制に関係なく安全に関する指摘をし合う
仕組みがありますか（例：相互注意等）．

□ 作業者が職場内で違反を発見した場合に，違反を告発し
やすい環境になっていますか（例：告発した作業者が保護
される仕組みや告発のサポート制度等）．

□ 管理者どうし，作業者どうし，作業者と管理者の間で積極
的なコミュニケーションは取られていますか．

e.業務や現場の監督管理とコミュニケーションは十分に行われて
いますか？

想定された引き金事象
（意図的なルール違反）

◎上記の作業手順・内容について，下記の項目が実施できている
かどうかを関係者全員でチェックをしてください．

a.知識教育を中心とした安全教育は十分ですか？

b.ルールは現場の実情に合っていますか？

c.作業計画は適正ですか？

d.ルールを守る動機づけを高める教育や施策を検討しています
か？

リスクアセスメントの対

象となった作業場所，作

業内容，作業手順等を想

定してチェックする．
例：静電気帯電防止作業服・静電気

帯電防止作業靴を着用しない

 

図 3 GHS絵表示 

炎 ガスボンベ 円上の炎 爆弾の爆発

腐食性 どくろ 健康有害性 環境 感嘆符
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が望ましい．しかし，GHSでは，種類や程度を含めると
約 80 種類もある危険有害性を 9 つの絵表示を用いて表
すこととなっているため，労働者が絵表示からすべての

危険有害性を正確に読み取るのは難しいと予想される．

また，労働者が絵表示から危険有害性を想像できたと感

じても実際に絵表示が示す危険有害性と合致しないもの

も含まれると予想される． 
化学物質の GHS 絵表示の理解度は国内外で調査され
ている 19）20）21）．これらの調査では各絵表示の示す危険

有害性の大意あるいは部分的な内容の理解度を測定して

いるが，性質や程度を考慮した危険有害性の項目ごとの

理解度は調査されていない．また，国内においては職場

で化学物質を取り扱う現場作業者を対象に理解度を測定

した調査も見当たらない． 
以上から，本研究では，Web調査によって職場におい
て化学物質を取り扱う現場作業者を対象に，GHS絵表示
の示す危険有害性の項目ごとの理解度と GHS 絵表示に
関する印象を検討する．それらによって，GHS絵表示の
理解度の実態と問題点を明らかにし，今後の対策を検討

することとした． 
 

3.2. 方法 
（1）調査対象者 
株式会社マクロミルにてWeb調査を行った．回答者を
化学物質を取り扱う可能性の高い現場作業者に絞り込む
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検査」，職位は「一般社員」でスクリーニングした後，本

調査を実施した．調査は電子メールへの配信，あるいは，

専用サイトによって回答された．本調査では現場作業者

729名（化学系製造業 299名，その他の製造業 430名；
男性 600名，女性 129名；平均年齢 44.7歳，標準偏差
9.7歳）から回答を得た． 
本研究は，文部科学省・厚生労働省の「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠し，調査対象者

には調査への回答前に文章にて調査者，データの利用目

表 3 意図的なルール違反防止のチェックリスト 

□ 作業者は，ルールについて正しい知識を持っていますか．
□ 作業者は，なぜそのルールが必要なのか（know

why），ルールを守らなかったらどのような結果となってしまう
か（know what）について理解していますか．

□ 作業者と管理者で，ルールが現場の実情に合っているか確
認していますか．

□ 現場の実情に合っていない場合，作業者に改善案を提案
してもらい作業者と管理者で一緒に検討していますか．

□ 配置される人数や使用される道具・装置等は十分検討さ
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て納得してもらっていますか．
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がありますか（例：内部監査，安全パトロール等）．
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仕組みがありますか（例：相互注意等）．
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いますか？
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b.ルールは現場の実情に合っていますか？

c.作業計画は適正ですか？

d.ルールを守る動機づけを高める教育や施策を検討しています
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象となった作業場所，作

業内容，作業手順等を想
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例：静電気帯電防止作業服・静電気
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労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する検討 

的と利用方法，調査項目，データの利用範囲と管理等に

ついての説明を表示し，同意した場合のみ調査の回答を

するように教示した． 
（2）調査項目 
調査項目は，①回答者のプロフィール（性別，年齢，

経験年数，業種，従業員数）と職場での化学物質の取り

扱い頻度（3段階：「いつも扱っている」～「まったく扱
わない」）を訊いた．また，9つの絵表示をそれぞれ 108
ピクセル×108 ピクセルで提示した上で，絵表示に関す
る知識の有無（3択：「見たこともあるし，意味も知って
いる」，「見たことはあるが，意味は知らない」，「見たこ

とがない」），研修等による絵表示の学習頻度（4段階：「定
期的に学んでいる」～「学んだことがない」）を訊いた． 
また，②絵表示が示す危険有害性の理解度を調べる項

目を作成した（表 4）．危険性を表す絵表示 4種類（炎，
ガスボンベ，円上の炎，爆弾の爆発）と有害性を表す絵

表示 5種類（腐食性，健康有害性，環境，どくろ，感嘆
符）に分けた．105 ピクセル×105 ピクセルで作成した
各絵表示をランダムな順序で提示し，有害性を表す絵表

示については有害性に共通の選択肢から，危険性を表す

絵表示については危険性を表す共通の選択肢から該当す

ると思われる選択肢をすべて選択する複数選択式で回答

を求めた．なお，「腐食性」は危険性と有害性の両方の性

質をもつ絵表示であるが，ここでは有害性のグループに

含めた． 
各危険有害性の正解の選択肢は，化学物質の専門家 1

名を含む研究者 3 名が，GHS17）で規定される危険有害

性の性質に着目し，絵表示ごとに 1～5 項目を作成した
（危険性 8項目，有害性 15項目，表 4）．また，選択肢
が回答のヒントとなる可能性を低減させるため，大学生，

大学院生や一般社会人を対象とした予備調査をもとにダ

ミー項目を作成した．予備調査の回答の中から，先の研

究者 3名が GHS17）で規定されていないことを条件に，

絵表示 1 つにつき 1，2 項目のダミー項目を選択し，11
項目（危険性 6項目，有害性 5項目，表 4）を作成した．
さらに，その他を表す選択肢として「上記以外の内容を

（も）表している」を含め，危険性については 15 項目
の選択肢，有害性については 21 項目の選択肢を作成し
た． 
加えて，印象を調べる項目として，絵表示のある化学

物質を使用する場合の③文字情報の確認可能性（5 段
階：「まったく読まないと思う」～「必ず読むと思う」），

④危険有害性の想像しやすさ（5段階：「全く想像できな
い」～「非常に想像できる」），⑤自分の安全や健康への

影響の大きさ（5段階：「まったく影響はない」～「非常
に影響がある」）の 3 項目を設定した．105 ピクセル×
105 ピクセルで作成した各絵表示をランダムな順序で提
示し，各項目について回答を求めた．危険有害性の想像

しやすさを調べる項目を設定したのは，回答者が絵表示

を見て危険有害性を想像できたと感じても実際には理解

できていない場合があることが予測され，絵表示の理解

度と絵表示が示す危険有害性の想像しやすさとの関連を

検討することで，理解しづらい絵表示の特徴を考察でき

ると考えたからである．  
なお，本報では，GHS絵表示の示す危険有害性の理解
度の結果と，GHS絵表示の示す危険有害性の理解度と想
像しやすさの関係の結果について述べることとする．③

文字情報の確認可能性と⑤自分の安全や健康への影響の

大きさに関する結果の説明は省略する． 
 

3.3. 結果と考察 
（1）分析対象者 
職場で化学物質を「いつも扱っている」，「ときどき扱

う」と回答した 353名（調査対象者の 48.4％）を分析対

選択肢

炎（4項目）

・可燃性または引火性がある
・空気に触れると自然発火するおそれがある
・水に触れると可燃性または引火性ガスを発生
  する
・自己発熱による火災のおそれがある
・高圧ガスで，熱すると爆発のおそれがある
・深冷液化ガスで，凍傷や傷害のおそれがある

・酸化性物質で，火災を助長するおそれがある

・爆発物で，爆発，火災等の危険性がある

・やけどの危険性がある
・傾けると危険がある
・割れやすい
・有毒ガスを発生させる
・物質の表面が燃えるおそれがある
・核爆発のおそれがある
・上記以外の内容を（も）表している
・金属が腐食するおそれがある
・皮膚の薬傷が生じる
・眼を損傷する

・飲み込む・接触する・吸入すると生命に危険
  あるいは有毒である

健康有害性（5項目）

・吸入するとアレルギー，喘息または呼吸困難
  を起こすおそれがある
・遺伝性疾患のおそれがある
・発がんのおそれがある
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある
・臓器の障害を起こす
・水生生物に毒性がある

感嘆符（5項目）

・飲み込む・接触する・吸入すると有害である
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある
・呼吸器への刺激のおそれがある
・眼の刺激がある
・オゾン層を破壊し，健康および環境に有害
  である
・静電気が発生する
・危険区域となる
・被ばくのおそれがある
・急激に乾燥する
・取り扱いに注意する
・上記以外の内容を（も）表している

※腐食性は危険性と有害性両方の内容があるが，ここでは有害性に含めた．

項目の区分

危
険
性

正
解
項
目
（
8
項
目
）

ガスボンベ（2項目）

円上の炎（1項目）

爆弾の爆発（1項目）

ダミー項目と
その他（6項目）

ダミー項目と
その他（7項目）

有
害
性

正
解
項
目
（
1
5
項
目
）

腐食性（3項目）※

どくろ（1項目）

環境（1項目）

表 4 GHS絵表示が示す危険有害性の選択肢 
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象とした．分析対象とした調査回答者のプロフィールを

表 5に示す．なお，学習頻度は「定期的に学んでいる」，
「何度か学んでいる」，「一度だけ学んだ」の各割合が小

さかったことから，これらを「学んだことがある」にま

とめて，学習経験の有無（「学んだことがある」，「学んだ

ことない」）として算出した．表 5の（g）（h）を見ると，
職場で化学物質を取り扱う現場作業者であっても，絵表

示の知識についていずれかの絵表示の意味も知らない割

合（「見たことはあるが，意味は知らない」，「見たことが

ない」の割合）が 48.7％とほぼ半数を占め，学習経験に
ついては学んだことがない割合が 66.6％と大きな割合
を占めた． 

 
（2）GHS絵表示の示す危険有害性の理解度 

GHS 絵表示が示す危険有害性の理解度について表 6
へ示す．最も正解率の高かった項目は「炎」の「可燃性

または引火性がある」の 75.6％であった．アメリカ規格
協会の安全記号基準 22）では，自由記述式による理解度

テストで，85%以上の回答者が正解できることが安全記
号がメッセージを明瞭に伝えているかどうかの基準だと

されている．回答形式が異なるため単純に比較はできな

いが，この基準を満たした項目はなかった．また，この

基準の半分にも満たないクラスター項目が 17 項目（全
項目の 73.9％）あり，化学物質を取り扱う現場作業者で
あっても GHS 絵表示が示す危険有害性をあまり理解し
ていないことが明らかとなった． 
（3）GHS絵表示の示す危険有害性の理解度と想像しや
すさの評価 
各 GHS 絵表示が示す危険有害性の理解度と想像しや

すさの関係を検討するため，正解項目の選択率（正解率）

と想像しやすさの評価の平均値を標準化し，ward 法を
用いたクラスター分析により分布の特徴を調べた（図 4）．
その結果，「正解率も想像しやすさの評価も高いグルー

プ」，「正解率も想像しやすさの評価も低いグループ」，「正

解率は低いが想像しやすさの評価が高いグループ」の 3
つに分類された． 
まず「正解率も想像しやすさの評価も高いグループ」

には，正解項目が一つであった「環境（73.1％）」，「爆弾
の爆発（60.9％）」，「どくろ（47.6％）」が入り，比較的
理解度と想像しやすいという印象が一致していた．「環

境」の「水生生物に毒性がある」は魚が横たわっている

様子を表すシンボルであり，水生生物に毒性があるとい

う性質を表していることが危険有害性の理解度と想像し

やすさにつながったと考えられる．「爆発物の爆発」の「爆

発物で，爆発，火災等の危険性がある」の正解率も想像

しやすさも相対的にやや高かったが，想像しやすさはこ

のグループの中で低めに評価された．北神（2003）23）

は，ピクトグラムの事物を単純化させることでイメージ

として頭の中に取り込みやすくなることを指摘している．

「爆発物の爆発」のシンボルは爆発の様子が描かれ性質

を表していたが，シンボルが詳細な表現となっていたた

めに，このグループの中で想像しやすさが相対的に低め

となった可能性がある．「どくろ」は 9 つの絵表示の中
で想像しやすさの評価が最も高く，回答者に明確なイ

メージを持たれていた可能性があった．正解率を見ると，

「どくろ」の正解項目である「飲み込む・接触する・吸

入すると生命に危険あるいは有毒である」は 47.6％で相
対的に高いグループに入った一方で，ダミー項目「取扱

いに注意する」の選択率も 30%見られた．「どくろ」の
シンボルは，一般的に，正解項目の「飲み込む・接触す

る・吸入すると生命に危険あるいは有毒である」と近い

イメージが持たれていると言えるが，「取扱いに注意す

る」というイメージが持たれている場合もあると考えら

れ，正解項目が 1項目であった絵表示の中では，正解率
が低めであった．以上から，正解が 1項目のこれらの絵
表示は，シンボルが起こりうる現象を表していることに

より相対的に危険有害性を想像しやすかったと考えられ

るが，一般的なイメージと混同する場合は理解度が低め

になることも認められた． 
また，「炎」，「健康有害性」，「腐食性」は正解項目が複

数であったが，正解項目のうち 1項目の正解率が相対的
に高く，かつ，想像しやすいと評価された．「炎」は，「可

燃性または引火性がある」の正解率が相対的に高く，想

像しやすさも高かったが，これは「炎」のシンボルが炎

項目 人数
（名）

割合
（％）

(a)性別 男性 292 82.7
女性 61 17.3

(b)年齢 20代 29 8.2
30代 82 23.2
40代 148 41.9
50代 82 23.2
60代 12 3.4

(c)経験年数 1年未満 18 5.1
1年以上3年未満 35 9.9
3年以上10年未満 114 32.3
10年以上20年未満 110 31.2
20年以上 76 21.5

(d)業種 化学系製造業 186 52.7
その他製造業 167 47.3

(e)従業員数 20人未満 34 9.6
20人以上50人未満 46 13.0
50人以上100人未満 46 13.0
100人以上300人未満 68 19.3
300人以上1000人未満 72 20.4
1000人以上 87 24.6
いつも扱っている 163 46.2
ときどき扱う 190 53.8
まったく扱わない 0 0

(g)絵表示の
   知識

見たこともあるし，意味も
知っている

181 51.3

見たことはあるが，意味は
知らない

141 39.9

見たことがない 31 8.8
学んだことがある 118 33.4

学んだことがない 235 66.6

(f)職場での
  化学物質
  の取り扱い

(h)研修等
  での絵表示
  の学習経験
  の有無

表 5 回答者のプロフィール（n=353） 

 

—134—



労働安全衛生総合研究所特別研究報告 JNIOSH-SRR-No.52(2022) 

象とした．分析対象とした調査回答者のプロフィールを

表 5に示す．なお，学習頻度は「定期的に学んでいる」，
「何度か学んでいる」，「一度だけ学んだ」の各割合が小

さかったことから，これらを「学んだことがある」にま

とめて，学習経験の有無（「学んだことがある」，「学んだ

ことない」）として算出した．表 5の（g）（h）を見ると，
職場で化学物質を取り扱う現場作業者であっても，絵表

示の知識についていずれかの絵表示の意味も知らない割

合（「見たことはあるが，意味は知らない」，「見たことが

ない」の割合）が 48.7％とほぼ半数を占め，学習経験に
ついては学んだことがない割合が 66.6％と大きな割合
を占めた． 

 
（2）GHS絵表示の示す危険有害性の理解度 

GHS 絵表示が示す危険有害性の理解度について表 6
へ示す．最も正解率の高かった項目は「炎」の「可燃性

または引火性がある」の 75.6％であった．アメリカ規格
協会の安全記号基準 22）では，自由記述式による理解度

テストで，85%以上の回答者が正解できることが安全記
号がメッセージを明瞭に伝えているかどうかの基準だと

されている．回答形式が異なるため単純に比較はできな

いが，この基準を満たした項目はなかった．また，この

基準の半分にも満たないクラスター項目が 17 項目（全
項目の 73.9％）あり，化学物質を取り扱う現場作業者で
あっても GHS 絵表示が示す危険有害性をあまり理解し
ていないことが明らかとなった． 
（3）GHS絵表示の示す危険有害性の理解度と想像しや
すさの評価 
各 GHS 絵表示が示す危険有害性の理解度と想像しや
すさの関係を検討するため，正解項目の選択率（正解率）

と想像しやすさの評価の平均値を標準化し，ward 法を
用いたクラスター分析により分布の特徴を調べた（図 4）．
その結果，「正解率も想像しやすさの評価も高いグルー

プ」，「正解率も想像しやすさの評価も低いグループ」，「正

解率は低いが想像しやすさの評価が高いグループ」の 3
つに分類された． 
まず「正解率も想像しやすさの評価も高いグループ」

には，正解項目が一つであった「環境（73.1％）」，「爆弾
の爆発（60.9％）」，「どくろ（47.6％）」が入り，比較的
理解度と想像しやすいという印象が一致していた．「環

境」の「水生生物に毒性がある」は魚が横たわっている

様子を表すシンボルであり，水生生物に毒性があるとい

う性質を表していることが危険有害性の理解度と想像し

やすさにつながったと考えられる．「爆発物の爆発」の「爆

発物で，爆発，火災等の危険性がある」の正解率も想像

しやすさも相対的にやや高かったが，想像しやすさはこ

のグループの中で低めに評価された．北神（2003）23）

は，ピクトグラムの事物を単純化させることでイメージ

として頭の中に取り込みやすくなることを指摘している．

「爆発物の爆発」のシンボルは爆発の様子が描かれ性質

を表していたが，シンボルが詳細な表現となっていたた

めに，このグループの中で想像しやすさが相対的に低め

となった可能性がある．「どくろ」は 9 つの絵表示の中
で想像しやすさの評価が最も高く，回答者に明確なイ

メージを持たれていた可能性があった．正解率を見ると，

「どくろ」の正解項目である「飲み込む・接触する・吸

入すると生命に危険あるいは有毒である」は 47.6％で相
対的に高いグループに入った一方で，ダミー項目「取扱

いに注意する」の選択率も 30%見られた．「どくろ」の
シンボルは，一般的に，正解項目の「飲み込む・接触す

る・吸入すると生命に危険あるいは有毒である」と近い

イメージが持たれていると言えるが，「取扱いに注意す

る」というイメージが持たれている場合もあると考えら

れ，正解項目が 1項目であった絵表示の中では，正解率
が低めであった．以上から，正解が 1項目のこれらの絵
表示は，シンボルが起こりうる現象を表していることに

より相対的に危険有害性を想像しやすかったと考えられ

るが，一般的なイメージと混同する場合は理解度が低め

になることも認められた． 
また，「炎」，「健康有害性」，「腐食性」は正解項目が複

数であったが，正解項目のうち 1項目の正解率が相対的
に高く，かつ，想像しやすいと評価された．「炎」は，「可

燃性または引火性がある」の正解率が相対的に高く，想

像しやすさも高かったが，これは「炎」のシンボルが炎

項目 人数
（名）

割合
（％）

(a)性別 男性 292 82.7
女性 61 17.3

(b)年齢 20代 29 8.2
30代 82 23.2
40代 148 41.9
50代 82 23.2
60代 12 3.4

(c)経験年数 1年未満 18 5.1
1年以上3年未満 35 9.9
3年以上10年未満 114 32.3
10年以上20年未満 110 31.2
20年以上 76 21.5

(d)業種 化学系製造業 186 52.7
その他製造業 167 47.3

(e)従業員数 20人未満 34 9.6
20人以上50人未満 46 13.0
50人以上100人未満 46 13.0
100人以上300人未満 68 19.3
300人以上1000人未満 72 20.4
1000人以上 87 24.6
いつも扱っている 163 46.2
ときどき扱う 190 53.8
まったく扱わない 0 0

(g)絵表示の
   知識

見たこともあるし，意味も
知っている

181 51.3

見たことはあるが，意味は
知らない

141 39.9

見たことがない 31 8.8
学んだことがある 118 33.4

学んだことがない 235 66.6

(f)職場での
  化学物質
  の取り扱い

(h)研修等
  での絵表示
  の学習経験
  の有無

表 5 回答者のプロフィール（n=353） 

 

労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する検討 

の燃えている様子を表しており，可燃性や引火性という

性質を表していたからだと考えられる．「健康有害性」は，

「臓器の障害を起こす」の正解率が相対的にやや高く，

想像しやすさもやや高かったため，シンボルがこの性質

を表していると言える．「腐食性」は「皮膚の薬傷が生じ

る」の正解率と想像しやすさがやや高かったが，このグ

ループの中で想像しやすさの評価は相対的に低めであっ

た．このシンボルは危険有害性の性質を表しているが，

「爆発物の爆発」と同様に詳細な表現がなされているた

めに，想像しやすさが相対的に低めとなった可能性があ

る． 
反対に，「正解率も想像しやすさの評価も低いグルー

プ」には，「ガスボンベ」，「感嘆符」が入った．これらは

正解項目を複数有していたが，すべての正解項目の正解

率も想像しやすさの評価も相対的に低かった．これらの

シンボルは性質を表現しておらず，危険有害性が伝わら

なかったからだと考えられる．特に感嘆符は一般的に警

告などの意味で使用されている．表 6を見ると，ダミー

表 6  GHS絵表示が示す危険有害性の理解度 

絵表示 項目（正解項目と30％以上の選択率のあった不正解項目）
正解数
または
選択数

割合
（％）

・ 可燃性または引火性がある 267 75.6
・ 自己発熱による火災のおそれがある 74 21.0
・ 空気に触れると自然発火するおそれがある 68 19.3
・ 水に触れると可燃性または引火性ガスを発生する 9 2.5

・ 高圧ガスで，熱すると爆発のおそれがある 41 11.6
・ 深冷液化ガスで，凍傷や傷害のおそれがある 11 3.1
・ 【誤：ダミー】傾けると危険がある 114 32.3

・ 酸化性物質で，火災を助長するおそれがある 125 35.4
・ 【誤：炎】可燃性または引火性がある 152 43.1

・ 爆発物で，爆発，火災等の危険性がある 215 60.9

・ 皮膚の薬傷が生じる 188 53.3
・ 金属が腐食するおそれがある 61 17.3
・ 眼を損傷する 14 4.0
・ 【誤：ダミー】取り扱いに注意する 130 36.8

・ 飲み込む・接触する・吸入すると生命に危険あるいは有毒である 168 47.6

・ 【誤：ダミー】取り扱いに注意する 106 30.0

・ 臓器の障害を起こす 197 55.8
・ 吸入するとアレルギー，喘息または呼吸困難を起こすおそれがある 118 33.4
・ 発がんのおそれがある 49 13.9
・ 生殖能または胎児への悪影響のおそれがある 27 7.6
・ 遺伝性疾患のおそれがある 15 4.2
・ 【誤：どくろ】飲み込む・接触する・吸入すると生命に危険あるいは有毒である 158 44.8
・ 【誤：感嘆符】飲み込む・接触する・吸入すると有害である 137 38.8
・ 【誤：感嘆符】呼吸器への刺激のおそれがある 130 36.8

・ 水生生物に毒性がある 258 73.1

・ 飲み込む・接触する・吸入すると有害である 16 4.5
・ 眼の刺激がある 15 4.2
・ オゾン層を破壊し，健康および環境に有害である 14 4.0
・ 呼吸器への刺激のおそれがある 11 3.1
・ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある 6 1.7
・ 【誤：ダミー】取り扱いに注意する 208 58.9

健康有害性

環境

感嘆符

炎

ガスボンベ

円上の炎

爆弾の爆発

腐食性

どくろ
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項目「取扱いに注意する」の選択率が 58.9％であり，一
般的な意味と混同されたと考えられる．  
「正解率は低いが想像しやすさの評価が高いグルー

プ」には，「炎」，「健康有害性」，「腐食性」の残りの正解

項目が入った．「炎」は「自己発熱による火災」，「空気に

触れると自然発火」，「水に触れるとガス発生」という特

殊な性質が入ったが，これは「炎」のシンボルがこれら

の性質を表していなかったことが原因だと考えられる．

また，「健康有害性」の「吸入するとアレルギー」，「発が

ん」，「生殖能への悪影響」，「遺伝性疾患」も正解率が低

かった．さらに，表 6を見ると，「飲み込む・接触する・
吸入すると」，「呼吸器への刺激」のように呼吸器や吸入

に関する「どくろ」，「感嘆符」の正解項目が誤って 30％
以上の回答者に選ばれていた．「健康有害性」は肺の位置

に星形六角形のような図形をもつシンボルであったこと

から，回答者に呼吸器や吸入に関する問題を想起させた

と考えられる．また，「腐食性」の性質（「金属が腐食」，

「目を損傷」）も正解率が低かったが，これもシンボルが

これらの性質を表していないからだと考えられる．この

ように，「炎」，「健康有害性」，「腐食性」は複数の正解項

目を有しておりそれぞれ 1 項目の正解率が高かったが，
他の正解項目は正解率が低く，1 つの絵表示から複数の
危険有害性を読み取るのが難しいことを示している． 
以上から，正解項目が 1項目でありシンボルが単純で

危険有害性の性質を表す絵表示と，正解項目が複数で

あっても，シンボルが 1つの正解項目の危険有害性を表
す絵表示は相対的に正解率も想像しやすさも高いこと，

反対に，シンボルが危険有害性を表していない絵表示は

正解率も想像しやすさの評価も低いことがわかった．加

えて，1 つの絵表示から複数の危険有害性を読み取るこ
とが非常に困難であることも明らかとなった． 
（4）GHS絵表示の示す危険有害性の理解度を高める対策 

GHS絵表示は国際的に定められたものでおり，デザイ
ンの変更などの本質的な対策を実施できないため，現状

で実施可能な対策について検討する． 
まず GHSでもその重要性が記載されているが 17），教

育訓練をすることが有効だと考えられる．先行研究では，

絵表示とともに絵表示が使用される環境 24）が提示され

るとメッセージの理解に効果があることが示されている．

GHS 絵表示においても絵表示とともにその化学物質を
使用する環境を示せば，作業者の理解度が高まり，記憶

に残りやすくなる可能性がある．また，警告を示す絵表

示と事故シナリオ（事故やヒヤリハット，ハザードの性

質，推奨される行動，行動できなかった場合に起こりう

る結果）を併せて提示する訓練は，絵表示とその意味を

表すラベルを併せて提示する訓練よりも正答率と回答の

自信度が上がり，回答の反応時間の短縮効果が持続する

ことが報告されている 25）．GHS 絵表示も化学物質によ

図 4 GHS絵表示が示す危険有害性の正解率と想像しやすさの評価 
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労働者の化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止に関する検討 

る事故シナリオと併せて学習することで，その化学物質

の扱い方（know-how）や化学物質を適切に取り扱わな
ければならない理由（know-why）まで理解でき，記憶
や危険感受性が高まる可能性がある． 
また，ラベルのデザイン（各情報のレイアウト，サイ

ズ，補助情報の追加など）の改良も有効だと考えられる．

現状の GHSラベルは，複数の GHS絵表示がまとめて表
示され，別の箇所に対応する複数の危険有害性の文字情

報がまとめて表示される．しかし，GHS絵表示の示す危
険有害性の理解度の低さを考慮すると，GHS絵表示と文
字情報を 1対 1で対応させる配置にすることが重要だと
言える．また，機器の取扱説明書を用いた実験において，

サイズを大きくし着色して目立たせた文字と絵表示を併

用することで，言葉による警告メッセージの理解度と記

憶の成績が他の条件（地味な文字や，絵表示の不使用）

よりも高くなることが示されている 26）．GHS 絵表示に
対応する危険有害性情報や注意書きの文字を目立たせる

工夫をすることも GHS ラベルの示すメッセージの理解
度を高め，記憶に残りやすくさせる可能性がある． 
 

4．おわりに 
 
本報では，労働者の化学物質取扱時のヒューマンエ

ラー防止に関する 2つの調査研究の概要を報告した．労
働者が化学物質を適切に取り扱わないことが事故リスク

や疾病リスクを高めるため，化学物質取扱時のヒューマ

ンエラー防止対策を検討することは労働現場での重要な

課題である．本報で示した化学物質リスクアセスメント

でのヒューマンエラーの評価方法の提案と，GHS絵表示
の理解度の調査結果や対策の提案が労働現場にて有効に

活用され，化学物質取扱い時のヒューマンエラー防止の

意識が高まることを期待したい． 
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